
（平成２３年５月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

京都国民年金 事案 2270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年４月及び 44 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

                               

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年４月 

             ② 昭和 44 年 10 月から 45 年３月まで 

    申立期間①の昭和 42 年４月については、私が所持する国民年金手帳に

検認印が有り、申立期間②の国民年金保険料は、夫が会社を退職後、Ａ

市役所で納付した。年金特別便の回答で第１号被保険者の届を提出しな

いまま保険料を納付したので納付したことに相当しないとの回答であっ

たが、当時、還付金も受け取っておらず、納得できないので、調査して

ほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が所持する国民年金手帳では、国民年金被

保険者資格は昭和 42 年５月４日付け任意の種別で取得した記録となって

いるものの、申立期間を含む同年４月から同年６月までの国民年金保険料

を同年６月７日に納付していることが、同年金手帳の検認印により確認で

き、このことはＢ市の国民年金被保険者名簿の検認記録とも一致している。 

   また、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳におい

て、申立人に国民年金保険料が還付された場合、その旨が記録されること

となっているが記載は無く、Ｂ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン

記録においても申立期間の保険料が還付された形跡は見当たらないことか

ら、行政側において適正な事務処理が行われたとは認め難く、申立人が納

付した申立期間の保険料は、現在まで長期間国庫歳入金として取り扱われ



                      

  

ていることが明らかであることを踏まえると、国民年金の被保険者期間と

なり得ないことを理由として申立期間の保険料を還付することは、信義則

に反するものと考えられる。 

   さらに、申立期間②について、申立人は、特殊台帳では昭和 44 年 10 月

に任意の国民年金被保険者資格を喪失以降、48 年 12 月に強制の資格で再

取得するまで国民年金に未加入の期間とされているものの、申立期間の国

民年金保険料を、現年度保険料として、45 年１月 26 日及び同年３月 17 日

付けで転居後のＣ県Ａ市に納付していることが、同年金手帳の検認印によ

り確認できることから、同市では、申立人を国民年金の被保険者として管

理していたことが推認できる上、申立期間のうち、44 年 10 月から 45 年２

月までについては、申立人の元夫は被用者年金の被保険者でないことから、

申立人の国民年金被保険者資格の種別は強制となるものであり、45 年３月

については、申立人の元夫が厚生年金保険被保険者となったことから、申

立人は任意となるが、継続して保険料を納付しており、国民年金の任意加

入手続を行ったものと推認される。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び

②の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 10月から 60年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月から 60 年３月まで 

    昭和 60 年４月頃、夫婦で国民年金に加入した後、妻が過去２年分の夫

婦の国民年金保険料を数回に分けて納付したので、申立期間が未納とな

っていることには納得できない。調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であるとともに、申立人は、夫婦一緒に国民

年金に加入し、昭和 58 年４月以降、申立期間を除き、60 歳に達するまで

国民年金保険料を前納などにより全て納付し、国民年金基金にも加入して

いることが確認できることから、保険料納付意識は高かったものと考えら

れる。  

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、前後の被保険者記録により昭和 60 年７月に払い出されたものと推認で

き、この時点で、申立期間の保険料は過年度納付が可能である上、申立人

は、同様に過年度納付が可能であった申立期間直前の 58 年４月から 59 年

９月までを過年度納付していることがオンライン記録において確認できる

ことから、申立人の納付意識の高さを踏まえると、申立期間についても過

年度納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2272 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 10月から 60年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月から 60 年３月まで 

    昭和 60 年４月頃、夫婦で国民年金に加入した後、私が過去２年分の夫

婦の国民年金保険料を数回に分けて納付したので、申立期間が未納とな

っていることには納得できない。調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であるとともに、申立人は、夫婦一緒に国民

年金に加入し、昭和 58 年４月以降、申立期間を除き、国民年金保険料を前

納などにより全て納付し、国民年金基金にも加入していることが確認でき

ることから、保険料納付意識は高いものと考えられる。  

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、前後の被保険者記録により昭和 60 年７月に払い出されたものと推認で

き、この時点で、申立期間の保険料は過年度納付が可能である上、申立人

は、同様に過年度納付が可能であった申立期間直前の 58 年４月から 59 年

９月までを過年度納付していることがオンライン記録において確認できる

ことから、申立人の納付意識の高さを踏まえると、申立期間についても過

年度納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月           

    私の国民年金については、母親と一緒にＡ市Ｂ区役所に一緒に出向い

て加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は、母親が納付してくれ

ていた。申立期間が未納となっていることには納得できないので調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１か月と短期間であるとともに、申立人は、国民年金加入期

間について、申立期間を除き、国民年金保険料を全て納付しており、申立

人の保険料を納付していたとする申立人の母親は、申立期間の保険料を納

付しており、保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、Ａ市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状況等を記録

している国民年金収滞納リストにおいて、申立人に係る平成３年度の保険

料納付状況をみると、申立期間直後の平成３年５月から同年 11 月までの保

険料を同年 11 月 27 日に納付するなど、同年度の保険料はいずれも現年度

納付されていることが確認でき、申立人の保険料納付意識の高さを踏まえ

れば、申立期間についても保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、申立人のＡ株式会社における船員保険被保険者資

格取得日は昭和 18 年７月７日、資格喪失日は 19 年８月 26 日であると認め

られることから、申立期間①に係る船員保険被保険者資格の取得日及び喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 18 年７月から 19 年７月までの標準報酬月額については、65

円とすることが妥当である。 

   申立期間②について、申立人のＡ株式会社における船員保険被保険者資

格取得日は昭和 20 年４月１日、資格喪失日は同年５月 15 日であると認め

られることから、申立期間②に係る船員保険被保険者資格の取得日及び喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 20 年４月の標準報酬月額については、120 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18 年７月７日から 19 年 12 月 18 日まで 

             ② 昭和 20 年３月 31 日から 22 年３月頃まで 

    船員保険の加入記録を確認したところ、Ａ株式会社に船員として勤務

していた期間のうち、同社のＢ丸に乗船していた申立期間①の加入記録

が無いことが分かった。また、同社のＣ丸に乗船していた期間の船員保

険加入記録が昭和 19 年 12 月 18 日から 20 年３月 31 日までになっている

が、同船には同年４月以降も乗船しており、以後の加入記録が無いこと

は納得できない。申立期間について船員保険加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人に係る船員保険被保険者台帳（旧台帳）の

記録によると、申立人はＡ株式会社（当時はＤ株式会社）が所有するＢ丸

において昭和 18 年７月７日に資格を取得している旨の記録があるものの、

資格喪失日の記載は無く、申立人の船員保険加入記録に反映されていない。 



                      

  

   しかしながら、厚生労働省社会・援護局業務課が保管する「＊号輸送船

船員名簿」等の記録によると、申立人は昭和 18年７月７日にＢ丸に乗船し、

同船が沈没した翌日の 19 年８月 25 日付けで解雇されていることが確認で

きる。 

   また、当時、民間会社が所有する船舶及び船員の管理は、船舶運営会が

一元的に行っており、Ｂ丸の総トン数から、同船は船舶運営会の管理下に

あったものと考えられる。 

   さらに、Ａ株式会社に係る船員保険被保険者名簿を確認したところ、Ｂ

丸に係る被保険者名簿が全く残っておらず、このことについて年金事務所

は、原因は不明である旨回答しており、同船に乗船していた船員全員につ

いて船員保険に加入していなかったとは考え難いことから、社会保険事務

所（当時）における被保険者名簿等の記録の管理が適切に行われていなか

ったことが推認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 18 年７月７日に

船舶運営会管理下のＡ株式会社において船員保険被保険者資格を取得した

旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められ、かつ、申立人

のＡ株式会社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は 19 年８月 26

日であると認められる。 

   なお、昭和 18 年７月から 19 年７月までの標準報酬月額については、上

記申立人に係る被保険者台帳の記録から、65 円とすることが妥当である。 

   申立期間②について、申立人はＡ株式会社が所有するＣ丸において昭和

20 年３月 31 日付けで船員保険被保険者資格を喪失しているが、同社に係る

船員保険被保険者名簿を確認したところ、同年３月 31 日までの被保険者名

簿（以下「書換え前名簿」という。）において氏名が記載されている被保険

者のうち、大半の者は船員に関する同年４月１日以後の名簿（以下「書換

え後名簿」という。）において引き続き被保険者となっているほか、同年４

月１日付けで再度資格取得している者のうち、申立人と同じく同年３月 31

日付けで資格喪失している者が４人確認できる。 

   なお、上記書換え後名簿に記載されている同僚の船員保険被保険者台帳

（旧台帳）において、船舶運営会の被保険者記録が確認できることから、

Ａ株式会社が所有する船舶は船舶運営会の管理下であったものと考えられ

る。 

   また、当該書換え後名簿に申立人の氏名（当時は「Ｅ（漢字）」）は見当

たらないものの、申立人と氏名及び生年月日が類似し、かつ職務が同じ事

務員である「Ｆ（漢字）（大正 13 年生）」の船員保険被保険者記録（資格取

得日は昭和 20 年４月１日、資格喪失日は不明）の記載が確認できる。 

   さらに、上記書換え前名簿には「Ｆ（漢字）」の記載は無く、オンライン

記録にも該当者が見当たらないことから、当該被保険者記録は申立人の記



                      

  

録であると判断するのが妥当であり、申立人が同年４月１日以降も船舶運

営会管理下のＡ株式会社に船員として勤務していたと考えることが相当で

ある。 

   加えて、書換え前名簿には資格喪失日の記載が無いにも関わらず、書換

え後名簿には氏名の記載が無い被保険者が多数いるほか、同名簿には資格

取得日の記載がほとんど無く、資格取得日が記載されている者も大半が昭

和 20 年４月１日付けになっているなど、当該被保険者名簿には不備な点が

多数見受けられることから、同年４月１日の船舶運営会への移管時におけ

る船員保険に係る事務処理の混乱及び社会保険事務所（当時）における被

保険者名簿等記録の管理が適切ではなかったことがうかがえる。 

   また、厚生労働省社会・援護局業務課が保管する「履歴原票（海軍）」の

記録によると、申立人は昭和 19 年 12 月１日付けで海軍に現役編入、20 年

５月 15 日付けで水兵としてＧ海兵団に配属されているが、この点について

同課の担当者は、「昭和 20 年５月 15 日までは、記録上、現役編入となって

おり、実際には部隊に配属されておらず、民間の船舶に乗船していたこと

も十分に考えられるが、同日以降は実態的にも海軍の任務に就いているこ

とから、民間の船舶に乗船していた可能性は無い。」と述べている。 

   これらを総合的に判断すると、船舶運営会は、申立人が昭和 20 年４月１

日被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められ、

かつ、申立人の同会管理下のＡ株式会社における資格喪失日は昭和 20 年５

月 15 日であると認められる。 

   なお、昭和 20 年４月の標準報酬月額については、上記未統合のＡ株式会

社に係る船員保険被保険者名簿の記録から 120円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①のうち昭和 19 年８月 26 日から同年 12 月 18 日までの

期間については、申立人が船員としてＡ株式会社が所有するいずれかの船

舶に乗船し、当該期間について船員保険料が控除されていたことがうかが

える資料及び供述は無いことから、同社における勤務及び給与からの保険

料控除について確認することができない。 

   また、申立期間②のうち昭和 20 年３月 31 日から同年４月１日までの期

間については申立人がＣ丸に乗船していたことが確認できず、同年５月 15

日から 22 年３月頃までの期間については、前述の「履歴原票（海軍）」の

記録及び厚生労働省社会・援護局業務課担当者の供述から、申立人が 20 年

５月 15 日以降、海軍においてＧ警備隊の任務に就いていることが確認でき

る。 

   さらに、海軍から解員された昭和 20 年９月 25 日以降についても、申立

人がＡ株式会社に船員として勤務し、当該期間について船員保険料が控除

されていたことを示す資料及び供述は無いことから、同社における勤務及

び給与からの保険料控除について確認することができない。 



                      

  

   このほか、申立人の当該期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間①のうち昭和 19 年８月 26 日

から同年 12 月 18 日までの期間、申立期間②のうち 20 年３月 31 日から同

年４月１日までの期間、及び同年５月 15 日から 22 年３月頃までの期間に

係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2434 

 

第１ 委員会の結論  

   事業主は、申立人が昭和 29 年１月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、

かつ、申立人のＡ株式会社における資格喪失日は同年 10 月１日であると認

められることから、申立人の厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、6,000 円とすることが妥当で

ある。 

   また、Ｂ株式会社における資格取得日は、昭和 30 年４月１日、資格喪失

日は同年９月５日であると認められることから、申立人の厚生年金保険被

保険者の資格取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年１月１日から 30 年 11 月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ｃ市

ＤにあったＡ株式会社での加入記録が判明し、昭和 29 年１月１日の資格

取得日は確認できたが、資格喪失日が確認できない旨の回答であった。

年金事務所では資格喪失日の認定はできないとのことなので、第三者委

員会での調査、判断を求めたい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 29 年１月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者仮名簿及び申立人

の厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人は、昭和 29 年１月１日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、標準報酬月額は、同日付け及び同年



                      

  

５月１日付け、同年 10 月１日付けでそれぞれ 6,000 円と記載されているが、

資格喪失日が記載されていないことが確認できる。 

   また、Ａ株式会社は既に解散しており、事業主及び役員も死亡若しくは

所在不明であり、申立人の申立期間に係る勤務実態について確認すること

ができない。 

   さらに、上記被保険者仮名簿から確認できる当時の同僚５人のうち、３

人から回答があったが、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について確認できる回答を得ることができなかった。 

   しかし、日本年金機構Ｅ事務センターに照会したところ、「Ａ株式会社に

係る厚生年金保険被保険者名簿は仮名簿のみ保管されており、本名簿は見

当たらない。」と回答しており、同社に係る事業所記号名簿には、「名簿な

し」と記載されている上、同僚の一人の厚生年金保険被保険者台帳の備考

欄には、｢＊（Ａ株式会社の事業所整理記号） （紛失）32.４.19 認定｣（Ｆ

県Ｇ部Ｈ課）と記載されていることから、当該名簿は紛失により保管され

ていないことがうかがえる。 

   また、現存している同社に係る厚生年金保険被保険者仮名簿における健

康保険番号は連続しておらず、多数の欠番があることが確認できることか

ら、社会保険事務所（当時）における年金記録の管理が適切ではなかった

ことが認められる。 

   さらに、Ａ株式会社は、法人登記上は昭和 29 年５月 10 日に解散してい

るが、同社に係る厚生年金保険被保険者仮名簿において、資格喪失日が記

録されている者 16 人のうち、29 年６月１日が１人、30 年４月１日が１人、

31 年４月１日が１人いることが確認でき、Ａ株式会社に係る厚生年金保険

被保険者台帳の記録から、申立人と同様に 29 年 10 月１日の定時決定が行

われているが資格喪失日の記録が無い者が申立人を含めて 19人いることか

ら、解散後も適用事業所の要件を満たし、事業を継続して行っていたもの

と判断される。 

   これらの事情を総合して判断すると、事業主は、申立人がＡ株式会社に

おいて、29 年１月１日に厚生年金保険の資格を取得した旨の届出を社会保

険事務所に対し行ったことが認められ、かつ、申立人の申立てに係る事業

所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日を、同年 10 月１日とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社に係る申立人の

厚生年金保険被保険者台帳の記録から、6,000 円とすることが妥当である。 

   次に、申立期間のうち、昭和 30 年４月１日から同年９月５日までの期間

について、オンライン記録によれば、複数の同僚がＡ株式会社の後にＢ株

式会社における厚生年金保険被保険者の記録があることから、Ｂ株式会社

について調査したところ、Ａ株式会社が解散した後に、Ａ株式会社と同じ



                      

  

地区（Ｉ（Ｊ）区Ｄ）で、昭和 30 年２月１日に適用事業所となり、多くの

役員がＡ株式会社から異動していることが判明し、Ｂ株式会社はＡ株式会

社の関連会社であることがうかがえる。 

   また、Ｂ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と性別及び生年月日が一致するものの氏名が一文字異なる「Ｋ」の

昭和 30年４月１日から同年９月５日までの期間の基礎年金番号に未統合の

厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   さらに、上記複数の同僚は、いずれもＡ株式会社において継続して勤務

していた旨供述しているが、Ｂ株式会社において厚生年金保険に加入して

いることが確認できることから、申立人についても同様の取扱いであった

ものと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、上記基礎年金番号に未統合の厚生年金保

険被保険者記録は申立人の被保険者記録であると認められ、事業主は、申

立人が昭和 30 年４月１日に被保険者資格を取得し、同年９月５日に資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ株式会社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 29 年 10 月１日から 30 年４月１日まで及び

同年９月５日から同年 11 月１日までの期間については、Ａ株式会社及びＢ

株式会社は既に解散しており、事業主及び役員も死亡若しくは所在不明で

関連資料も無く、複数の同僚に照会したが、申立人の申立期間における勤

務実態について確認することができない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2435 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社(現在は、Ｂ株式会

社)Ｃ工場における資格取得日に係る記録を昭和 36 年９月 25 日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年９月 25 日から同年 10 月９日まで 

    日本年金機構から送付された「厚生年金加入期間のお知らせ」を照会

したところ、Ａ株式会社Ｄ事務所から同社Ｃ工場に転勤した期間の一部

の年金記録が抜けている。Ａ株式会社入社以来、転勤による異動はあっ

ても、退職した事実は無く、申立期間について厚生年金保険加入期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社が保管する人事記録、及び雇用保険の加入記録から判断する

と、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 36 年９月 25 日にＡ株式会社Ｄ

事務所から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間における標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社

Ｃ工場における昭和 36 年 10 月の社会保険事務所(当時)の記録から、３万

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主が、申立人のＡ株式会社Ｃ工場における厚生年金保険被

保険者資格取得届の資格取得日の記載を誤って届け、申立期間に係る厚生



                      

  

年金保険料を納付していない旨を認めていることから、社会保険事務所は、

申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2436 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額に係る記録を、平成 13 年 11 月から 14 年９月までは 22 万円、同年

10 月は 24 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 11 月１日から 14 年 11 月１日まで 

    申立期間の実際の給与額と控除されていた保険料の額が国の記録と異

なるので、調査の上、記録を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ株式会社における申立期間の標準

報酬月額は、当初、平成 13 年 11 月から 14 年９月までは 22 万円、同年 10

月は 24 万円と記録されていたところ、同年 11 月 25 日付けで 13 年 11 月に

遡って９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できる。  

   また、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額に係る遡及訂正

処理が行われた平成 14 年 11 月 25 日時点において、Ａ株式会社の厚生年金

保険被保険者は申立人を含めて 20 人であるところ、申立人を除く 19 人に

ついても、申立人と同日付けで、13 年 11 月１日等に遡って標準報酬月額が

９万 8,000 円に引き下げられている。 

   しかし、申立人が所持する給与明細書を見ると、申立人の申立期間にお

ける給与額は 22 万円以上であり、22 万円の標準報酬月額に基づく保険料が

控除されていることが確認できる。 

   また、滞納処分票により、Ａ株式会社が平成 14 年１月から厚生年金保険

料等を滞納していたことが確認できる。 

   さらに、Ａ株式会社に係る商業登記の記録から、申立人は同社の役員で



                      

  

はないことが確認でき、上司に当たる元同僚は、「申立人はグラフィックデ

ザインの仕事に従事しており、社会保険業務には関わっていなかった。」と

供述していることから、申立人は当該遡及訂正処理に関与していないと認

められる。 

   これらを総合的に判断すると、平成 14 年 11 月 25 日付けで行われた遡及

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人の標準報酬月額を 13 年

11 月１日に遡って引き下げる処理を行う合理的な理由は見当たらず、標準

報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た、同年 11 月から 14 年９月までは 22 万円、同年 10 月は 24 万円に訂正

することが妥当である。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年１月から 59年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年１月から 59 年８月まで 

    申立期間は当初、国民年金保険料の納付ができなかったが、昭和 59 年

８月から同年 11 月の間、夫の海外赴任のためＡ市Ｂ区の実家に滞在中に

母親に勧められ、区役所で納付可能であった期間の保険料を遡って納付

し、領収書も受け取って保管していた。その後、Ｃ県Ｄ市の社会保険事

務所（当時）で３号被保険者の手続を行った際、複数あった手帳ととも

に領収書も回収されてしまった。納付金額は 20 万円以下で 12 万円前後

だったことと、全ての期間を遡って納付はできなかったという記憶もあ

るので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年８月から同年 11 月まで実家に滞在していた際、Ａ

市Ｂ区役所で納付可能であった期間の国民年金保険料を遡って納付したと

主張している。 

   しかしながら、申立人は、所持する年金手帳の「国民年金の記録」欄に

おいて、昭和 56 年４月 20 日付けで喪失した国民年金被保険者資格を、59

年９月 29 日に任意加入により再取得していることが記載されており、任意

加入した場合、申出を行った日に同被保険者資格を取得するとされている

ことから、申立期間は国民年金に未加入の期間となり、申立人は、申立期

間の国民年金保険料を遡って納付することはできなかったものと考えられ

る。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資



                      

  

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚

姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年 11 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 11 月 

    会社を退職後、Ａ市Ｂ区役所で夫婦二人分が未納であると聞き、二人

の国民年金保険料を区役所で納付した。妻は納付済みであるのに私は未

納となっていることには納得できないので、調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、夫婦一緒に申立期間の国民年金保険料を納付したと主張して

いる。 

   しかしながら、申立人の妻に係る申立期間の国民年金被保険者資格は、

平成８年３月 12 日付けで追加されたものである上、申立人の妻は同年３月

に作成された国庫金納付書により申立期間の国民年金保険料を過年度納付

していることがオンライン記録において確認できるものの、申立人につい

ては、Ａ市が国民年金の加入状況等を記録している国民年金収滞納リスト

に申立期間は登載されていない上、申立期間に係る国民年金被保険者資格

は、11 年５月６日付けで追加されたものであることがオンライン記録によ

り確認できることから、この時点では申立期間は既に時効であり、申立人

は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人又はその妻が申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人に

ついて、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 



                      

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年３月頃から 56 年３月頃までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年３月頃から 56 年３月頃まで 

    厚生年金保険料を長年納めていたため、今後、年金の保険料を納付す

る必要はないと聞いていたが、妻が役所から私の分と二人分の国民年金

保険料を支払うように言われたので、私の保険料も一緒に納付した記憶

がある。納付した期間ははっきり覚えていないが、２年間ぐらいは納付

していた。申立期間が未納となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の妻と一緒に納付してい

たと主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するには、国

民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、同手帳記号

番号払出簿検索システムによりＡ県内全てについて、「Ｂ（漢字）」及び「Ｃ

（カナ）」で検索したが、申立人に対し同手帳記号番号が払い出された形跡

は見当たらず、このことは、Ｄ市が国民年金の加入状況、保険料の納付状

況等を記録している国民年金収滞納リストに申立人が登載されていないこ

ととも符合することから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申

立人は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   なお、申立人の妻は、昭和 54 年３月 15 日付けで国民年金に任意加入し、

国民年金保険料を納付していることがオンライン記録により確認できる。 

   また、申立人の妻又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保



                      

  

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立

人について、オンライン記録により氏名を複数の読み方で検索したが、該

当者はおらず、国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年１月から 42年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 38 年１月から 42 年９月まで 

    私は、昭和 38 年頃、自宅に来た集金人を通じて国民年金の加入手続を

行った。申立期間の国民年金保険料についても、100 円か 200 円の保険

料を集金人に納付し、領収書をもらったと記憶している。申立期間の納

付記録が無いことには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年頃、集金人を通じて国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料についても集金人に納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 43 年１月に夫婦連番で払い出されていることが同手帳記

号番号払出簿により確認できることから、この頃、申立人は国民年金の加

入手続を行ったものと考えられ、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するには、申立期間当

時に、上記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要

であるが、同手帳記号番号払出簿検索システムによりＡ県内全てについて、

「Ｂ（漢字）」及び「Ｃ（カナ）」で検索したが、申立人に対して別の同手

帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立期間は国民

年金に未加入の期間であり、申立人は、申立期間の保険料を納付できなか

ったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して



                      

  

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年 11月から 41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 11 月から 41 年３月まで 

    私の国民年金については、父親が加入手続を行い、国民年金保険料を

納付してくれていたはずであるが、私が結婚した時に、父親がＡ町（現

在は、Ｂ町）役場で保険料納付状況を確認したところ、納付したはずの

期間が未納とされていたため遡って納付しておいたと聞いている。申立

期間が未納とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を遡って納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 42 年６月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認でき、この頃、申立人の国民年金加入手続が行われたものと

推認され、この時点において、申立期間の一部は既に時効により保険料を

納付できず、これを納付するには特例納付によることとなるが、特例納付

が実施されていた時期ではない。   

   また、申立人は、申立期間当時居住していたＡ町の国民年金被保険者名

簿に、申立期間の国民年金保険料を納付した記録は見当たらず、昭和 42 年

12 月に婚姻により転入したＣ町（現在は、Ｂ町）の被保険者名簿において、

42 年４月から 43 年３月までの保険料を 43 年３月 29 日に現年度納付し、

41 年４月から 42 年３月までの保険料を 43 年４月１日に過年度納付してい

る記録を確認できるが、申立期間の保険料を納付した記録は見当たらず、



                      

  

このことはオンライン記録とも一致することから、申立期間の保険料は納

付されなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年 10月から 57年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月から 57 年３月まで 

    勤務していた会社を退職したため、昭和 53 年 10 月頃、Ａ市Ｂ区役所

Ｃ出張所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料につ

いては、納付書により同出張所又は金融機関の窓口で妻の分と一緒に納

付していた。申立期間が未納と記録されていることには納得できないの

で、記録を訂正してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 53 年 10 月頃、Ａ市Ｂ区役所Ｃ出張所で

国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、同出

張所又は金融機関の窓口で申立人の妻の分と一緒に納付していたと主張し

ている。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 57 年６月に夫婦連番で払い出されていることが同手帳記

号番号払出簿により確認できることから、申立人及びその妻は、この頃国

民年金の加入手続を行ったものと推認でき、申立人が国民年金に加入した

時点では、申立期間の一部は既に時効により保険料を納付できず、申立期

間の保険料を納付するには特例納付及び過年度納付によることとなるが、

特例納付が実施されていた時期ではなく、申立人から遡って納付したとの

主張は無い。 

   また、Ａ市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状況等を記録

している国民年金収滞納リストにおいて、申立人及びその妻は、申立期間



                      

  

について登載されておらず、同市では、国民年金の被保険者として管理し

ていなかったことから、申立人は、申立期間の保険料を現年度納付できな

かったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2280（事案 301 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年８月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年８月から 50 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、母親が第２回目の特例納付に

より納付してくれた。以前にＡ市Ｂ区Ｃの社会保険事務所（当時）で未

納期間が有ると言われた際、翌日に同事務所の女性職員に母親から渡さ

れた３枚の領収証書を見せて、「20歳からずっと通して続いていますね。」

と念を押すと、「ハイ。」と答えた。申立期間が未納となっていることに

は納得できないので、再申立てを行う。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間に係る申立てについて、申立人の国民年金手帳記号番号

が払い出された昭和 52 年１月の時点においては、特例納付が実施されてい

た時期では無く、母親が遡って第３回目の特例納付により納付したとする

と、保険料額は 56 万円になり、申立人の母親が納付して渡してくれたと主

張している領収証書の金額とは、大きく相違していることなどから、既に

当委員会の決定に基づき平成 20 年６月 25 日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、その母親が申立期間の国民年金保険料を納付したのは、

第２回目の特例納付が行われていた時期であり、納付した際の領収証書を、

Ｃの社会保険事務所の女性職員に提示し、20 歳到達時から申立人の保険料

に未納が無いことを確認したとして再申立てを行っている。 

   しかしながら、申立人が国民年金保険料を納付したとする第２回目の特

例納付は、昭和 49 年１月から 50 年 12 月までの期間のみ実施されたもので



                      

  

あり、保険料納付の前提となる国民年金手帳記号番号が申立人に払い出さ

れたのは、当初の決定のとおり、当該特例納付の終了から約１年後の 52 年

１月頃であることが同手帳記号番号払出簿により確認でき、申立期間の保

険料は特例納付することができなかったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料を特例納付した場合には、当時の国民年金被保険

者台帳である特殊台帳にその旨を記載することとされているが、申立人に

係る同台帳の備考欄には、「53.2.22 本人の要求により 50 年度 12 月、

51 年度３月分 納付書送付」との記載が有り、申立人は、昭和 50 年度分

及び昭和 52 年１月から同年３月までの計 15 か月分（保険料額 1 万 7,400

円）を 53 年４月 28 日に納付し、52 年４月から同年 12 月までの９か月分

（同 1 万 9,800 円）を 53 年 11 月２日に納付していることが、同台帳の記

録及び領収済通知書により確認でき、このことを誤認している可能性もう

かがわれ、申立期間について特例納付した記録は無く、同通知書も見当た

らないことから、再申立ての内容は、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな資料・情報とは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12年３月から 15年３月までの国民年金保険料については、

学生納付特例により納付猶予及び追納していたものと認めることはできな

い。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年３月から 15 年３月まで 

    20 歳を迎えた頃、自宅に年金に関する内容の封書が届き、｢学生であ

れば控除の対象となるので申請を行ってください｣との記載が有り、私は、

申立期間当時、学生だったので、母親がＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料は学生納付特例の申請手続をしてくれた。

保険料は、私が就職してから納付していたはずであり、申立期間が未納

とされていることには納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料は学生納付特例の申請手続を行い、その後、保険料を納付したと

主張している。 

   しかしながら、申立期間のうち、平成 12 年４月から 15 年３月までは、

申立人について学生納付特例の承認を得るには、毎年度申請することが必

要であるが、申立人から、国民年金加入手続以降、同申請を行ったとする

主張は無い上、オンライン記録においても申請手続を行った形跡は見当た

らないことから、申立人は、当該期間の国民年金保険料を学生納付特例に

より納付猶予されていなかったものと考えられる。 

   また、申立人が学生納付特例を承認された場合には、オンライン記録に

おいて｢サ｣と記録されるが、その記載は見当たらず、承認後 10 年以内に追

納することとされている国民年金保険料を納付した形跡も見当たらないこ



                      

  

とから、申立人は、申立期間の保険料を納付していなかったものと考えら

れる。 

   なお、申立期間のうち、平成 12 年３月は、国民年金保険料の学生納付特

例制度は同年４月からであることから、該当しない。 

   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を学生納

付特例により納付猶予及び追納したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を学生納付特例により納付猶予

及び追納していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を学生納付特例により納付

猶予及び追納していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2282 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年８月から 61 年２月までのうちの６か月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

   また、昭和 63 年 10 月から平成元年３月までの国民年金保険料について

は、重複納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年８月から 61 年２月までのうちの 

               ６か月 

             ② 昭和 63 年 10 月から平成元年３月まで 

    私は、昭和 59 年 12 月に大病を患い仕事ができなくなり、60 年８月か

ら 61 年２月まで国民年金保険料の免除を受けていたが、平成 10 年２月

に追納を勧めるはがきがきたので、当該期間のうちの６か月分を追納し

た。   

    また、昭和 63年 10月から平成元年３月まで国民年金保険料を納付し、

元年１月は厚生年金保険料も納付していたのに、国の記録では追納した

とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①について、昭和 60 年８月頃に国民年金保険料の免

除申請手続を行い、平成 10 年２月に追納勧奨を受けたため保険料を追納し、

申立期間②について、保険料を納付し、元年１月は厚生年金保険料も納付

していたのに国の記録では追納したこととされていると主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、申立人が国民年金保険料の免除申

請を行うには、申立期間当時、国民年金の被保険者資格を取得しているこ

とが必要であるが、Ａ市が国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等を

記録している国民年金収滞納リストにおいて、申立人は、昭和 60 年８月



                      

  

15 日付けで国民年金の被保険者資格を喪失し、再取得は 63 年 10 月 21 日

付けであることが確認できることから、申立期間は国民年金に未加入の期

間であり、申立人は、申立期間の保険料の免除申請を行うことはできなか

ったものと考えられる。 

   また、申立期間②について、申立人が所持する国民年金保険料免除申請

承認通知書において、申立期間の保険料は免除となっており、オンライン

記録において、申立期間の保険料は平成 10 年３月 31 日から同年 10 月２日

までの間に追納されていることが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したこと、及び申

立期間②の保険料を重複して納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、氏名を複数の読み方

で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①のうち６か月の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできず、申立期間②の保険料を重複して納付した

ものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月から同年 12 月頃まで 

             ② 昭和 45 年１月から同年 10 月頃まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、株式会社Ａが経営するＢ

店で勤務していた申立期間①及びＣ株式会社のガソリンスタンドで勤務し

ていた申立期間②について厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。

いずれの期間もＤ大学の夜間部に通いながら勤労学生として勤務しており、

加入記録が無いことは納得できない。申立期間について厚生年金保険加入

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、株式会社Ａは商業登記簿上存続しているものの、

既に倒産しており、同社の破産管財人に照会したが、「申立期間①当時の人

事記録や給与台帳等の資料が保管されていない。」と回答していることから、

申立期間①における申立人の勤務実態及び給与からの厚生年金保険料控除

について確認することができない。 

   また、株式会社Ａの元役員に照会したが、「申立人の氏名については記憶

しておらず、当時の勤労学生に係る厚生年金保険の取扱いについても全く

記憶していない。」との回答であった。 

   さらに、株式会社Ａの複数の元従業員に照会した結果、申立人の勤務実

態及び給与からの保険料控除の有無について確認できる具体的な供述を得

ることはできなかった。 

   加えて、当該元従業員のうちの１人は、「正社員であれば、ほぼ全員覚え

 



                      

  

ているが、申立人の氏名には記憶が無いので、臨時の従業員ではないか。」

と供述していることから、申立人については、正社員とは勤務形態が異な

る従業員であった可能性がある。 

   また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間①に申立人の氏名の記載は無く、健康保険の番号に欠番もみられ

ないため、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   さらに、雇用保険の加入記録について、申立人が申立期間①において被

保険者であった記録は確認できない。 

   申立期間②について、申立人が勤務していたＣ株式会社Ｅ給油所の元副

所長が、申立人の氏名について記憶していたことから、期間は特定できな

いものの、申立人が同給油所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｃ株式会社は既に他社と合併・解散しており、合併後の

Ｆ株式会社に照会したところ、「申立期間②当時の資料としては正社員の履

歴書のみ保管しているが、その中に申立人の記録は見当たらないため、申

立人は臨時雇用であったと思われる。勤労学生が正社員として採用される

ことは無い。」と回答していることから、申立人の勤務実態及び給与からの

厚生年金保険料控除について確認できる資料及び供述を得ることができな

い。 

   また、Ｃ株式会社の複数の元従業員に照会を行ったが、申立人の給与か

らの厚生年金保険料控除について確認できる供述を得ることはできなかっ

た。 

   さらに、Ｃ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間②に申立人の氏名の記載は無く、健康保険の番号に欠番もみられ

ないため、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   加えて、雇用保険の加入記録についても、申立人が申立期間②において

被保険者であった記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2438 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年６月１日から 44 年７月１日まで 

    私は、同じ経営者であったＡ株式会社とＢ社に、継続して勤務してい

たのに、年金事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、昭

和 43 年６月１日から 44 年７月１日までの期間の年金記録が無いことが

分かったので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立人が申立期間において、

Ａ株式会社又はＢ社のいずれかに勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ株式会社は昭和 43 年６月１日に、Ｂ社は 46 年 10 月１

日に共に適用事業所ではなくなっており、当時の関連資料も見当たらない

ことから、申立人の勤務実態を確認することができない。 

   また、Ａ株式会社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

び複数の従業員の供述から、両事業所は同じ事業主で関連事業所であるこ

とが推認できるが、当該事業主は既に亡くなっており、申立人の申立期間

に係る勤務の状況や厚生年金保険料控除について確認することができない。 

   さらに、Ａ株式会社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に記載されている複数の同僚に照会したが、申立人の厚生年金保険料控除

について確認できる供述を得ることができない上、申立人以外に両被保険

者名簿に氏名が記載されている者はいないことが確認できる。 

   加えて、申立人と同様にＡ株式会社が適用事業所でなくなった昭和 43 年

６月１日に資格を喪失している２人の被保険者は、いずれもＢ社において



                      

  

被保険者であった記録は無いことから、申立人と同様に両社において継続

して勤務していた同僚を確認することができない。 

   また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に申立人の氏名は記載されておらず、健康保険の整理番号は連続してお

り、欠番は無いことから、申立人に係る厚生年金保険の加入記録が欠落し

たとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確 

    認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2439 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 10 月１日から 41 年 10 月１日まで 

    株式会社Ａ（現在は、Ｂ株式会社）に勤務していた期間のうち、申立

期間に係る標準報酬月額が従前の標準報酬月額よりも減額されているこ

とが判明した。同社には組合があり、定期昇給や一時金などは組合で交

渉して決定していたので、一度も給料が下がることは無かった。申立期

間に係る標準報酬月額には納得できないので、調査の上、正しい標準報

酬月額に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社に照会したが、当時の賃金台帳等関連資料は保管されておら

ず、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額につい

て確認することができない。 

   また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において記

載されている申立期間における申立人の標準報酬月額は、オンライン記録

と一致している上、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡も見当たら

ない。 

   さらに、申立人は、株式会社Ａにおける勤務期間において給料が下がる

はずは無いと主張しているが、複数の元従業員に照会しても、その主張を

裏付ける関連資料等を得ることはできない。 

   このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



                      

  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2440 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年２月３日から昭和 61 年７月１日まで 

    夫は、昭和 57 年２月から 61 年 7 月１日まで、有限会社Ａに勤務して

いた。給与は、出来高払いで、他の手当は無かったが、毎月 40 万円台の

収入があった。一度だけ 50 万円になったこともあったのに、28 万円や

30 万円の標準報酬月額はおかしいので、同業種の方の報酬を確認して、

夫の標準報酬月額を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、有限会社Ａに係るオンライン記録の標準報酬月額が、同社に

勤務し支給されていた給与額からみて低額であるとして申し立てている。 

   しかし、申立人は、申立期間の給与支給額及び厚生年金保険料控除額を

確認できる給与明細書等の資料を保管しておらず、事業所も既に解散し、

事業主も既に亡くなっており、当時の関係書類も不明であることから、申

立人の給与支給額及び保険料控除額を確認することができない。 

   また、申立人と同じＢ職人であった元同僚３人に照会したところ、申立

人と同様に出来高給で支給されていた同僚は、「50 万円の給与額になるこ

ともあるが、15 万円の時もあり、平均して 30 万円くらいであった。」と供

述しており、元同僚３人ともオンライン記録において、申立人と同様の 28

万円から 30 万円の標準報酬月額であることが確認でき、申立人のみが低額



                      

  

であったことはうかがえない。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2441 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年４月１日から 59 年４月１日まで 

             ② 昭和 61 年４月１日から 63 年４月１日まで 

    私は、昭和 58 年４月から 59 年３月までは、Ａ市立Ｂ中学校において、

また、61 年４月から 63 年３月までは、Ａ市立Ｃ中学校において、臨時

事務職員として勤務していた。在職記録があるのに、厚生年金保険の被

保険者記録が無い。調査の上、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市教育委員会が提出した「在職証明書」の記録によると、申立期間①

についてはＡ市立Ｂ中学校において、また、申立期間②についてはＡ市立

Ｃ中学校において、申立人が臨時事務職員として勤務していたことが確認

できるものの、当該委員会は、「申立人の、申立期間に係る厚生年金保険の

被保険者資格の得喪及び保険料の控除については、資料が現存しないため

不明。」と回答している。 

   申立期間①については、公立学校共済組合Ｄ支部は、申立期間①を含む

昭和 58 年４月１日から 60 年３月 31 日までの期間は、申立人が当該組合の

任意継続組合員であった旨回答している。 

   申立期間②については、Ａ市教育委員会に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、昭和 61 年４月付けで、健康保険証の返納及び「Ｅ社

任継」との記載があることから、申立人は、Ｅ社会保険事務所（当時）に

おいて健康保険の任意継続被保険者として手続を行ったものと考えられる。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②に係る雇用保険被保険者記録は無



                      

  

く、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2442 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年８月１日から 23 年２月 15 日まで 

    申立期間について、脱退手当金が支給済みとされているが、脱退手当

金を受領した覚えが無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、申立期間に係る脱退手当金が

支給されたことを示す「脱手 511 円 66 23.３.27」等が記載されており、

申立期間の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後

の昭和 23 年３月 27 日に支給決定されている上、支給額に計算上の誤りは

無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   なお、申立人には、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている別

事業所での厚生年金保険被保険者期間が有るが、未請求の被保険者期間と

申立期間である被保険者期間とは別番号で管理されており、当時、請求者

からの申出が無い場合、別番号で管理されている被保険者期間を把握する

ことは困難であったことを踏まえると、支給されていない期間が存在する

ことに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2443 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年５月１日から同年６月 23 日まで 

               （Ａ株式会社） 

             ② 昭和 35 年６月 23 日から 38 年 11 月６日まで 

               （Ｂ株式会社） 

    申立期間の脱退手当金は受給していないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間における最終事業所であるＢ株式会社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味

する「脱」表示が有るとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算

上の誤りは無く、申立期間②の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２

か月後の昭和 38 年 12 月 25 日に支給決定されているなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

   なお、申立人には、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている別

事業所での厚生年金保険被保険者期間が有るが、未請求の被保険者期間と

申立期間である被保険者期間とは別番号で管理されており、当時、請求者

からの申出が無い場合、別番号で管理されている被保険者期間を把握する

ことは困難であったことを踏まえると、支給されていない期間が存在する

ことに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都厚生年金 事案 2444 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年８月４日から 34 年５月１日まで 

    申立期間の厚生年金保険の被保険者期間が脱退手当金を支給済みとさ

れていることは、平成 22 年９月に「脱退手当金に関わる厚生年金加入記

録」を見て初めて知った。私は、脱退手当金を受給した記憶が無いので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、Ａ株式会社Ｂ工場の厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約３か月後の昭和 34 年７月 22 日に支給決定され、その支給

額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、Ａ株式会社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人の被保険者資格喪失日が記載されているページ及び前後のペ

ージに記載されている者のうち、脱退手当金の受給要件を満たす女性は 20

人みられるが、そのうち申立人を含む 18 人について、オンライン記録にお

いて脱退手当金が支給決定されていることが確認できる上、申立期間の脱

退手当金が支給決定された当時は、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間

が無ければ年金を受給できない通算年金制度創設前であったことを踏まえ

ると、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえず、ほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   なお、申立人には、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている別

事業所での厚生年金保険被保険者期間が有るが、未請求の被保険者期間と

申立期間である被保険者期間とは別番号で管理されており、当時、請求者



                      

  

からの申出が無い場合、別番号で管理されている被保険者期間を把握する

ことは困難であったことを踏まえると、支給されていない期間が存在する

ことに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


